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名
古
屋
市
で
は
、
平
成
１０
年
度
と
１１
年

度
の
厚
生
省
結
核
対
策
特
別
促
進
事
業
で
、

治
療
脱
落
中
断
者
の
調
査
研
究
を
実
施
し

た
の
で
報
告
す
る
。

目
的

平
成
８
年
度
の
コ
ホ
ー
ト
観
察
調
査
の

結
果
、
全
国
の
平
均
治
癒
率
は
８５
・
６
％

で
あ
り
、
名
古
屋
市
は
８２
・
９
％
と
下
位

か
ら
５
番
目
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
治
療
脱

落
中
断
者
は
、
全
国
で
３
・
９
％
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
名
古
屋
市
で
は
５
・
８
％

と
高
い
こ
と
か
ら
、
名
古
屋
市
の
治
癒
率

を
低
下
さ
せ
て
い
る
要
因
と
し
て
治
療
脱

落
中
断
の
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
、

治
癒
率
向
上
の
た
め
に
は
、
治
療
脱
落
中

断
を
無
く
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え

た
。
そ
こ
で
、
再
興
感
染
症
と
し
て
の
結

核
の
現
状
調
査
と
し
て
治
療
脱
落
中
断
者

の
状
況
調
査
を
行
い
、
名
古
屋
市
の
治
癒

率
向
上
対
策
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

対
象
者

名
古
屋
市
の
結
核
新
登
録
患
者
数
は
、

平
成
６
年
か
ら
８
年
の
３
年
間
で
合
計

２
８
２
６
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
コ

ホ
ー
ト
観
察
調
査
で
治
療
脱
落
中
断
と
さ

れ
た
１
６
１
名
に
つ
い
て
今
回
の
調
査
を

実
施
し
た
。

方
法

以
下
の
デ
ー
タ
か
ら
調
査
・
分
析
を
実

施
し
た
。

�１
結
核
登
録
票
―
１
６
１
名
分

�２
結
核
コ
ホ
ー
ト
調
査
票
―
１
６
１
名
分

�３
患
者
ア
ン
ケ
ー
ト
―
８５
名
に
送
付
し
、

３６
名
か
ら
返
信
が
あ
り
、
４９
名
が
未
返
送

（
う
ち
、
転
居
先
不
明
が
１０
名
、
死
亡
が

４
名
）
で
あ
っ
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
を
送
付

し
て
い
な
い
７６
名
の
内
訳
は
、
住
所
不
定

者
が
４０
名
、
死
亡
が
８
名
、
転
居
・
所
在

不
明
が
１４
名
、
病
院
・
施
設
入
所
中
が
９

名
、
帰
国
（
外
国
人
）
が
５
名
で
あ
っ
た
。

�４
医
療
機
関
調
査
票
―
の
べ
７１
医
療
機
関

に
、
患
者
の
べ
１
７
２
名
分
の
調
査
票
を

送
付
し
、
１
４
２
名
返
信
が
あ
り
、
３０
名

が
未
返
送
で
あ
っ
た
。

検
討
対
象
者
の
選
定

１
６
１
名
の
調
査
対
象
者
か
ら
、
肺
外

結
核
及
び
転
症
と
な
っ
て
い
る
者
１３
名
、

女
性
２８
名
、
中
断
の
定
義
に
該
当
し
な
い

者
２７
名
を
除
い
た
男
性
９３
名
に
つ
い
て
検

討
・
分
析
を
実
施
し
た
。
こ
の
９３
名
の
内

訳
は
、
定
住
し
て
い
る
者
５６
名
、
住
所
不

定
者
３７
名
で
あ
っ
た
。

結
果

住
所
不
定
者
が
多
く
見
ら
れ
た
の
は
、

繁
華
街
を
抱
え
る
千
種
区
、
名
古
屋
駅
前

を
抱
え
、
区
役
所
に
住
所
不
定
者
の
相

談
・
援
護
の
担
当
を
持
つ
中
村
区
、
住
所

不
定
者
の
テ
ン
ト
住
居
の
場
が
多
い
公
園

を
抱
え
る
中
区
並
び
に
土
木
建
築
会
社
の

寮
を
抱
え
る
港
区
や
南
区
で
あ
っ
た
。

１．
定
住
者
と
住
所
不
定
者
の
比
較

①
発
見
契
機
・
治
療
歴
・
中
断
歴
・
既
往

歴
・
治
療
開
始
時
排
菌
・
治
療
中
断
後
の

治
療
再
開
・
治
療
効
果
に
つ
い
て
は
、
不

明
を
除
く
と
、
定
住
者
と
住
所
不
定
者
で

は
差
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

②
平
均
年
齢
は
、
定
住
者
５５
・
４
歳
、
住

所
不
定
者
４７
・
８
歳
で
あ
り
、
住
所
不
定

者
の
方
が
有
意
の
差
を
も
っ
て
若
か
っ
た
。

③
学
会
分
類
は
、
住
所
不
定
者
の
方
が
有

意
に
病
型
は
ひ
ど
く
、
両
肺
へ
の
広
が
り

を
含
め
病
変
も
大
き
く
広
が
っ
て
い
た
。

④
初
回
保
健
婦
訪
問
保
健
指
導
は
、
不
明

を
除
く
と
、
定
住
者
の
方
が
有
意
に
保
健

指
導
を
多
く
実
施
し
て
い
た
。

⑤
平
均
治
療
中
断
時
期
は
、
定
住
者
で

２
・
８
カ
月
後
、
住
所
不
定
者
で
２
・
０

ヵ
月
後
で
あ
り
、
住
所
不
定
者
の
方
が
有

意
に
早
い
時
期
に
中
断
し
て
い
た
。

⑥
治
療
中
断
時
排
菌
は
、
不
明
を
除
く
と
、

住
所
不
定
者
の
方
が
や
や
菌
陽
性
者
が
多

い
と
思
わ
れ
た
。

⑦
医
療
機
関
に
お
け
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な

ど
に
よ
る
保
健
指
導
は
、
不
明
を
除
く
と
、

住
所
不
定
者
の
方
に
対
し
て
有
意
に
治
療

医
療
機
関
で
結
核
の
保
健
指
導
が
行
わ
れ

名
古
屋
市
に
お
け
る

治
療
脱
落
中
断
者
の
状
況
調
査

名
古
屋
市
中
村
保
健
所

保
健
予
防
課
主
査

小
田
内
里
利
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て
い
た
。

⑧
医
療
機
関
側
か
ら
見
た
本
人
の
認
識
状

況
患
者
本
人
が
、
病
気
の
こ
と
や
治
療
中

断
に
つ
い
て
、
ま
た
経
済
的
不
安
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
の
か
、
前
頁

３
段
目
④
の
医
療
機
関
調
査
票
の
中
で
治

療
中
断
者
が
か
つ
て
入
院
し
て
い
た
医
療

機
関
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
た
。
そ
れ
ぞ

れ
不
明
を
除
く
と
、
定
住
者
の
方
が
、
医

師
の
指
示
を
守
っ
て
治
そ
う
と
し
て
い
る

割
合
が
高
い
。
住
所
不
定
者
は
、
認
識
不

足
・
病
識
が
な
い
、
治
療
中
断
に
つ
い
て

悪
い
こ
と
だ
と
分
か
っ
て
い
る
、
経
済
的

不
安
が
あ
る
、
治
療
開
始
時
と
治
療
中
断

時
の
症
状
が
不
変
の
割
合
が
高
か
っ
た
。

２．
『
本
当
の
治
療
中
断
』
？

医
療
機
関
か
ら
の
調
査
票
が
返
っ
て
き

た
中
で
は
、
住
所
不
定
者
は
３０
名
の
う
ち

全
員
が
医
療
機
関
か
ら
見
て
も
中
断
で

あ
っ
た
が
、
定
住
者
は
３３
名
中
１０
名
が
中

断
の
定
義
に
当
て
は
ま
り
な
が
ら
も
、
医

療
機
関
は
治
癒
だ
と
認
識
し
て
い
た
。
ま

た
、
定
住
者
に
つ
い
て
、
登
録
票
の
記
録

か
ら
中
断
時
の
本
人
の
認
識
を
見
る
と
、

確
認
が
で
き
た
５１
名
の
う
ち
、
治
癒
で
あ

る
と
認
識
し
て
い
る
の
は
２０
名
、
中
断
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
の
は
３１
名
で
あ
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
医
療
機
関
か
ら
治
療
中

断
と
さ
れ
て
い
た
の
は
２３
名
、
患
者
本
人

が
治
療
中
断
と
認
識
し
て
い
た
の
は
３１
名

で
あ
り
、
そ
の
う
ち
双
方
か
ら
中
断
と
認

識
さ
れ
て
い
た
の
は
２０
名
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
、（
定
義
上
中
断
と
さ
れ
る
）
定
住

者
の
検
討
対
象
者
５６
名
の
う
ち
、
医
療
機

関
ま
た
は
本
人
か
ら
治
療
中
断
と
認
識
さ

れ
て
い
た
の
は
３４
名
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
３４
名
に
つ
い
て
、
登
録
票
か
ら
さ

ら
に
詳
し
く
検
討
す
る
と
、
治
療
中
断
と

な
る
グ
ル
ー
プ
が
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン

に
分
け
ら
れ
た
。

�１
医
療
の
面
か
ら
見
て
特
徴
が
あ
る
と
思

わ
れ
た
ケ
ー
ス
（
１２
件
）
―
副
作
用
に
よ

る
内
服
中
止
、
脳
梗
塞
合
併
で
経
口
摂
取

不
能
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
、
痴
呆
に
よ

る
服
薬
理
解
不
足
、
結
核
の
治
療
方
針
の

問
題
（
菌
陽
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
来
不

規
則
治
療
、
服
薬
指
導
な
し
）、
結
核
専

門
で
は
な
い
医
療
機
関
に
よ
る
診
断
的
治

療
（
他
疾
患
の
可
能
性
）
な
ど
。

�２
外
国
籍
（
４
件
）
―
外
国
籍
で
結
核
治

療
を
受
け
る
場
合
に
は
、
無
保
険
で
自
費

治
療
が
多
い
。
帰
国
予
定
に
つ
い
て
は
、

確
認
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
全
く
面
接

を
し
て
お
ら
ず
、
情
報
が
何
も
な
い
ケ
ー

ス
も
あ
っ
た
。

�３
若
年
者
（
２
件
）
―
治
療
中
断
後
の
職

場
検
診
で
経
過
観
察
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー

ス
も
あ
っ
た
。

�４
タ
ク
シ
ー
運
転
手
（
５
件
）
―
会
社
の

寮
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
多
く
、
住
民
票

は
あ
る
が
、
ア
パ
ー
ト
に
表
札
も
な
く
定

着
し
て
居
住
し
な
い
こ
と
が
多
い
。

�５
性
質
や
職
業
な
ど
の
面
か
ら
見
て
特
徴

が
あ
る
と
思
わ
れ
た
ケ
ー
ス
（
１１
件
）
―

日
雇
い
や
と
び
職
、
土
建
業
な
ど
の
職
業

が
多
く
、
全
く
面
接
を
し
て
い
な
い
ケ
ー

ス
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
治
療
中
断
後
の
保

健
所
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
反
応

が
無
い
ケ
ー
ス
、
治
療
中
断
し
な
が
ら
も

治
療
を
継
続
し
た
ケ
ー
ス
、
保
健
所
の
管

理
検
診
を
受
診
し
て
経
過
を
見
て
い
っ
た

ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

考
察

今
回
の
調
査
は
、
住
所
不
定
者
４０
名
、

定
住
者
１
２
１
名
の
合
わ
せ
て
１
６
１
名

に
つ
い
て
実
施
し
、
住
所
不
定
者
３７
名
、

定
住
者
５６
名
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
名
古

屋
市
の
新
登
録
患
者
の
う
ち
住
所
不
定
者

は
、
平
成
９
年
度
で
は
、
全
新
登
録
患
者

の
１５
分
の
１
で
あ
る
が
、
今
回
の
治
療
脱

落
中
断
者
は
調
査
対
象
者
の
４
分
の
１
、

検
討
対
象
者
の
５
分
の
２
に
及
ぶ
。
こ
の

こ
と
か
ら
も
分
か
る
様
に
、
治
療
脱
落
中

断
者
に
占
め
る
住
所
不
定
者
の
割
合
は
高

く
、
住
所
不
定
者
の
治
療
脱
落
中
断
を
阻

止
す
れ
ば
名
古
屋
市
の
治
癒
率
は
グ
ン
と

上
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

治
療
脱
落
中
断
者
を
住
所
不
定
者
と
定

住
者
で
比
較
す
る
と
、
住
所
不
定
者
は
若

く
、
結
核
の
病
状
も
ひ
ど
い
。
早
い
時
期

に
菌
陽
性
の
ま
ま
治
療
脱
落
中
断
を
し
て

お
り
、
結
核
に
つ
い
て
の
保
健
指
導
は
医

療
機
関
で
は
多
く
実
施
さ
れ
て
い
る
の
に

保
健
所
か
ら
で
は
少
な
い
。
ま
た
、
医
療

機
関
へ
の
調
査
に
よ
る
と
、
住
所
不
定
者

は
、
結
核
治
療
に
対
す
る
認
識
が
不
足
し

て
お
り
、
病
識
も
な
く
、
治
療
脱
落
中
断

と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
理
解
も
見
ら
れ

ず
、
経
済
的
不
安
も
高
い
。

定
住
者
の
初
回
保
健
婦
保
健
指
導
状
況

に
つ
い
て
、
治
療
脱
落
中
断
者
と
、
平
成

９
年
度
の
全
国
コ
ホ
ー
ト
観
察
調
査
で
調

べ
た
治
療
完
了
者
と
を
比
較
す
る
と
、
治

療
脱
落
中
断
者
に
対
し
て
の
方
が
、
本
人

ま
た
は
家
族
へ
の
指
導
の
割
合
が
低
く
、

２
週
間
以
内
の
指
導
に
つ
い
て
も
少
な
い
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
再
治
療
で
空
洞

を
持
つ
肺
病
変
が
あ
り
、
経
済
的
に
も
不

安
が
あ
り
、
治
療
中
断
は
悪
い
こ
と
だ
と

分
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
治
療
中
断
に

至
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
別
な
フ
ァ
ク

タ
ー
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
今
回
の
調

査
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
。

平
成
２
年
に
、『
予
防
可
能
例
』
と
い

う
概
念
が
考
え
ら
れ
、
全
国
各
地
で
ケ
ー
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ス
検
討
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
と
同
じ
く
、

『
治
療
中
断
防
止
可
能
例
』
に
つ
い
て
も
、

定
義
と
要
因
別
分
類
に
つ
い
て
の
概
念
を

確
立
し
、
ケ
ー
ス
検
討
を
十
分
に
行
い
、

保
健
所
が
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し

た
ら
中
断
し
な
か
っ
た
か
、
ま
た
、
治
療

中
断
後
の
２
カ
月
以
内
に
治
療
再
開
（
治

療
期
間
の
２
カ
月
以
内
の
中
断
は
再
治
療

と
は
言
わ
ず
、
治
療
脱
落
中
断
者
の
定
義

に
入
ら
な
い
）
さ
せ
る
に
は
ど
ん
な
方
法

で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
ら
よ
い
の
か
を
探
り
、

患
者
管
理
に
役
立
て
る
必
要
が
あ
る
。

１．
治
療
脱
落
中
断
者
へ
の
対
応

〈
住
所
不
定
者
に
対
し
て
〉

�１
保
健
所
保
健
婦
に
よ
る
初
回
面
接
指
導

を
完
全
実
施
す
る
べ
き
で
あ
る
。
今
回
の

調
査
後
、
住
所
不
定
者
へ
の
指
導
件
数
は

上
が
っ
て
き
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
、

こ
れ
か
ら
も
心
し
て
実
施
し
て
い
け
ば
ク

リ
ア
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

�２
患
者
本
人
の
治
療
継
続
に
対
す
る
気
持

ち
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

結
核
と
い
う
病
気
に
対
す
る
正
し
い
知
識

を
普
及
し
、
治
療
中
断
の
怖
さ
を
考
え
て

も
ら
い
、
治
療
を
最
後
ま
で
継
続
し
て
本

気
で
治
す
気
持
ち
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
平
成

１２
年
２
月
か
ら
名
古
屋
市
が
実
施
し
て
い

る
Ｄ
Ｏ
Ｔ
事
業
の
中
の
Ｄ
Ｏ
Ｔ
保
健
婦
の

役
割
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
Ｄ
Ｏ
Ｔ
保
健

婦
は
、
医
療
機
関
の
協
力
を
得
て
、
入
院

中
の
住
所
不
定
者
に
対
し
て
、
定
期
的
に

訪
問
面
接
を
実
施
し
、
患
者
に
時
間
を
か

け
て
結
核
の
基
礎
知
識
か
ら
治
療
に
つ
い

て
保
健
指
導
を
す
る
。
こ
の
方
法
は
医
療

機
関
退
院
後
の
Ｄ
Ｏ
Ｔ
実
施
へ
結
び
付
け

る
の
が
目
的
で
あ
り
、
Ｄ
Ｏ
Ｔ
事
業
の
中

で
は
直
接
監
視
下
に
よ
る
服
薬
と
報
奨
の

配
付
の
み
が
画
期
的
方
法
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
が
、
本
来
は
、
監
視
で
は
な
く

治
療
完
了
を
促
す
患
者
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、

治
療
を
き
ち
ん
と
継
続
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
Ｄ
Ｏ
Ｔ
保
健
婦
の

定
期
的
保
健
指
導
に
よ
り
、
治
療
完
了
に

対
す
る
認
識
を
持
っ
て
も
ら
え
ば
結
核
の

治
癒
が
望
め
る
と
考
え
る
。

〈
定
住
者
に
対
し
て
〉

�１
本
人
へ
の
２
週
間
以
内
の
面
接
が
治
療

完
了
に
は
大
切
で
あ
る
。

�２
医
療
の
面
か
ら
は
、
こ
れ
か
ら
の
結
核

対
策
に
お
け
る
保
健
所
と
医
療
機
関
の
連

携
の
必
要
性
を
感
じ
、
今
後
は
、
治
療
医

療
機
関
と
の
症
例
検
討
や
治
療
法
に
つ
い

て
の
勉
強
会
な
ど
を
考
え
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
ろ
う
。

�３
若
年
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
世
代
に

マ
ッ
チ
し
た
指
導
方
法
（
夜
間
の
指
導
な

ど
の
工
夫
）
を
探
る
必
要
性
が
あ
る
。

�４
外
国
籍
の
患
者
に
つ
い
て
は
、
全
国
的

な
問
題
が
あ
る
が
、
医
療
機
関
で
の
結
核

患
者
発
見
時
の
行
政
的
支
援
が
必
要
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

�５
タ
ク
シ
ー
運
転
手
な
ど
は
、
職
業
面
か

ら
見
て
特
徴
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
ケ
ー
ス

で
あ
り
、
治
療
中
断
と
な
る
ハ
イ
リ
ス
ク

グ
ル
ー
プ
と
言
え
る
が
、
治
療
中
断
後
の

フ
ォ
ロ
ー
に
つ
い
て
、
中
断
後
２
カ
月
以

内
に
治
療
が
再
開
で
き
る
よ
う
な
ア
プ

ロ
ー
チ
の
手
法
を
確
立
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
の
場
合
、
ど
う

し
た
ら
治
療
が
継
続
で
き
る
か
と
考
え
る

と
、
治
療
中
断
し
た
患
者
を
早
期
（
お
よ

そ
１
カ
月
以
内
）
に
把
握
し
て
、
居
所
へ

訪
問
等
し
て
、
看
護
婦
等
が
直
接
確
認
し

な
が
ら
患
者
に
服
薬
さ
せ
る
名
古
屋
式
Ｄ

Ｏ
Ｔ
Ｓ
を
考
え
て
み
た
ら
ど
う
か
。
現
在

日
本
で
実
施
さ
れ
て
い
る
Ｄ
Ｏ
Ｔ
Ｓ
の
対

象
者
は
住
所
不
定
者
に
限
っ
て
い
る
が
、

こ
の
対
象
者
を
住
所
不
定
者
以
外
に
も
拡

大
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
意
見
も
聞
か
れ

る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｏ

Ｔ
Ｓ
事
業
が
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る

が
、
日
本
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
結
核
の
状

況
も
国
民
性
も
違
う
こ
と
か
ら
、
日
本
式

Ｄ
Ｏ
Ｔ
Ｓ
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
も
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。

２．
治
療
中
断
と
治
癒

結
核
の
標
準
的
治
療
期
間
か
ら
見
た
場

合
、
治
療
脱
落
中
断
と
言
え
る
の
に
、
治

療
医
療
機
関
で
治
癒
と
診
断
さ
れ
て
い
る

ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
今
後
の
検

討
課
題
で
あ
り
、
治
療
開
始
時
の
結
核
の

診
断
の
的
確
性
も
含
め
、
全
国
レ
ベ
ル
で

検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
感
じ
た
。
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